
農地・水・環境保全向上対策（仮称）について
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経営所得安定対策等大綱のポイント

施策の主な検討経過と今後のみちゆき

平成１８年度の関連予算政府案

（参考１）経営所得安定対策等大綱（抄）
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経営所得安定対策等大綱のポイント
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＜今後のスケジュール＞

対象者・・担い手

○ 認定農業者（北海道10ha、都府県４ha)
及び一定の条件を備える集落営農(20ha）
○ 特例

・中山間地域等物理的制約に応じた特例
・転作の推進に一定の役割を果たしている受託組織
に対する特例

・複合経営等所得に応じた特例

（１９年度予算概算要求） 総予算額、単価の明示8月

19年産 制度の導入

18年通常国会

表裏一体

対象者・・農業者だけでなく地域住民等
の多様な主体が参画する活動組織

・農地・農業用水等の資源を適切に保
全し、質的向上を図るための効果の
高い共同活動を支援する対策
・地域で相当程度のまとまりを持って、
化学肥料や農薬の使用を原則５割以
上低減する先進的な取組を支援する
対策
を一体的に推進

［対策の内容］

（19年度～）

車の両輪 農地・水・環境保全向上対策

・品目横断的政策の導入、新たな需給調整シ
ステムへの移行に併せ、米の生産調整支援
策（現行対策16～18）を見直し

対象者・・生産調整実施者

［対策の内容］
（19年産～）

・担い手経営安定対策は品目横断的政策
へ移行
・稲作所得基盤確保対策の需要に応じた
米の生産を支援する機能は当面の措置と
して産地づく り対策と一体化

・産地づくり対策について所要の見直し

［対策の内容］

・諸外国との生産条件格差是正対策

（19年産～）

品目横断的経営安定対策
米の生産調整支援策の見直し
（米政策改革推進対策）

（見直しの内容）

・対象品目（麦、大豆、てん菜、でん粉原料用馬鈴しょ）
・過去の生産実績支払と当該年の生産量・品質支払を実施
・支援水準は「担い手の生産コスト－販売額」として客観的
に算定(※過去実績支払と当該年の生産量・品質支払の比
率、総予算額は来年夏に明示)

・収入の変動による影響緩和対策
・対象品目（米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用馬鈴しょ）
・当該年の減収の一定割合（９割）を支払(拠出割合 政府
３：生産者１)

モ
デ
ル
的
な
支
援
や

調
査
の
実
施

関係法案の提出

生産条件格差是正対策(ゲタ)単価の確定(直近生産費に置き換え)9月

18年4月
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平成１７年度 平成１９年度平成１８年度

４月 ９月 １２月 ３月 ４月 ８月 １２月 ３月

活動の実施

【モデル的な支援を通じた基本スキームの実効性検証】

実態調査
（当初３９５地区→最終４１５地区）

Ｈ
18
概
算
決
定
（12
／
24
）

国民意識調査
（実施･とりまとめ）

モデル活動組織の
設立
（約６００地区）

４月 ～

「農地・水・農村環

境保全向上活動

支援事業（仮称）」

の本格的実施

施策の主な検討経過と今後のみちゆき

大
綱
省
議
決
定
（10
／
27
）

Ｈ
18
概
算
要
求
（８
月
末
）

（調
査
の
中
間
報
告
）

（調
査
の
報
告
）

（中
間
報
告
）

Ｈ
19
概
算
決
定
（12
月
）

Ｈ
19
概
算
要
求
（８
月
）

活動計画の試行的な策定
（３８１地区）

第
１
回
検
討
会

（施
策
の
背
景
と
必
要
性
等
）

6/21
現
地
調
査

（富
山
県
下
・
山
形
県
下
）

8/2･4
第
２
回
検
討
会

（調
査
の
中
間
報
告
等
）

8/30
第
３
回
検
討
会

（施
策
の
基
本
ス
キ
ー
ム
につい

て
）

10/21

Ｈ１９からの本格的実施に
向けた課題の検討

第
４
回
検
討
会

1/16
第
５
回
検
討
会
（予
定
）

３月

【資源保全の実態把握と試行的な活動計画づくり】

施策の啓発・普及、国民への情報発信

地域活動指針の検討等
モデル地域協議会
の設立

【農
地
・
農
業
用
水
等
の

資
源
保
全
施
策
検
討
会
】
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１ ポイント
農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、効率的・安定的な農業構造の確立と併せて、

農地・農業用水等の資源の保全と質的向上を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進するこ
とが必要。
このため、農業・農村を取り巻く状況の変化に対応し、農地・水・農村環境の保全向上を図る地域共同の取組を

促進する施策の導入に向け、保全向上活動へのモデル的な支援を通じて、施策の実効性を検証するとともに、保
全向上手法を確立する調査等を実施。
また、環境負荷低減に取り組む先進的な営農活動への支援に向けて取組効果の調査、支援業務の準備を実施。

２ 事業の概要
（１）農地・水・農村環境保全向上活動支援実験事業（公共）（新規） １，０６０百万円（ ０）百万円

農地・水・農村環境の保全向上を図る施策の導入に向け、試行的に保全向上活動を実施する体制の構

築やモデル的な支援を行い、施策の実効性を検証。

（２）農地・水・農村環境保全向上手法確立調査（公共）（新規） １５０百万円（ ０）百万円
農地・水・農村環境の保全向上に係るモデル的な支援の検証を踏まえ、地域の実情に対応しうる効率的・

効果的な保全向上手法の確立や保全管理に関わる活動の指針等を確定するための調査・検討を実施。

（３）新たな農業生産環境施策確立調査事業（拡充） ４０百万円（３０）百万円
農業生産活動に伴う環境への負荷の大幅な低減を図る先進的な取組に対する支援施策を１９年度から導入す

るに当たり、農業生産活動における環境負荷低減の取組効果等の調査、分析を拡充して実施するとともに、モデ
ル地区での交付手続きのシミュレーション等を実施。

平成１８年度の関連予算政府案

農地・水・環境の保全向上施策の構築に向けた取組 １，２５０（３０）百万円
農地・水・環境の保全向上と自然循環機能の維持・増進を図る政策の確立に向けた実験的な事業
と調査・検討を実施。
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